
寄　
付

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

・
髙
田
敏
光
様
（
斉
田
）
よ
り
、
社

会
福
祉
事
業
の
た
め
に
３
万
円
ご

寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

・
西
濃
社
会
福
祉
事
業
協
力
会
様
よ

り
、
社
会
福
祉
事
業
の
た
め
に
30

万
円
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

・
２
月
21
日
（
水
）
、
打
弾
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
会
様
よ
り

日
本
赤
十
字
社
岐
阜
県
支
部
神
戸
町

分
区
に「
能
登

半
島
地
震
災
害

義
援
金
」と
し

て
、５
０
，６
８

０
円
ご
寄
付

い
た
だ
き
ま

し
た
。

・
大
垣
キ
ワ
ニ
ス
ク
ラ
ブ
様
よ
り
、

た
ん
ぽ
ぽ
学
園
に
キ
ワ
ニ
ス
・

ド
ー
ル
（
手

作
り
人
形
）

10
体
や
手
指

訓
練
用
の
お

も
ち
ゃ
な
ど

（
約
３
万
円

分
）
を
ご
寄

贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。

・
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
岐
阜
製
作
所

労
働
組
合
様
よ

り
、
町
内
小
学

校
へ
道
路
横
断

旗
40
本
ご
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し

た
。

せ
ら
知
お

お
知
ら
せ

情報
BOX

4
April

お問い合わせは
各案内連絡先へ

神戸町役場
TEL.27‐3111
FAX.27‐8224

議
会
事
務
局　
☎
２
７
‐
５
３
６
３

３
月
定
例
会
可
決
議
案

・
Ｒ
５
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

・
Ｒ
５
各
特
別
会
計
補
正
予
算
（
国

民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
公

共
下
水
道
事
業
）

・
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例
の
制
定

・
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

心配ごと相談日について
問　健康福祉課　☎27‐0175

　生活上で困っていること、悩んでいることはあ
りませんか。民生委員・児童委員、人権擁護委員、
行政相談委員がご相談に応じます。
　秘密は固く守られますので、一人で悩まずお気
軽にお越しください。
　・暮らしに関すること　・家族関係のこと
　・子育てや介護における心配ごとや不安
　・ひきこもりなど、孤独・孤立に関すること
　　　時　間　13：00～16：00
　　　場　所　役場本庁舎１階相談室

4月の

人権擁護委員
民生委員児童委員

相談員実施日
8日（月）

15日（月）

22日（月）

民生委員児童委員

行政相談委員
民生委員児童委員

能登半島地震への災害義援金の受付

15日は行政相談、22日は人権相談をかねます。
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等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の

提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正

・
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

・
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

・
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

・
企
業
立
地
促
進
条
例
の
一
部
改
正

・
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

の
一
部
改
正

・
Ｒ
６
一
般
会
計
予
算

・
Ｒ
６
各
特
別
会
計
予
算
（
国
民
健

康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
障

が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
学
校

給
食
事
業
）

・
Ｒ
６
水
道
事
業
会
計
予
算

・
Ｒ
６
下
水
道
事
業
会
計
予
算

・
町
道
路
線
の
認
定

・
町
道
路
線
の
変
更

・
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

・
副
町
長
の
選
任

・
議
会
議
員
の
請
負
の
状
況
の
公
表

に
関
す
る
条
例
の
制
定

※

詳
細
は
、
５
月
１
日
発
行
の
議
会

だ
よ
り
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　町では、地震により被害を受けた被災者支援のた
め、募金の受付を行っています。皆さまからの義援
金は、日本赤十字社を通じて被災地に送金されます。
被災地の皆さまのため、ご支援をお願いいたします。

（義援金設置場所）
　・神戸町役場 本庁舎
　・中央公民館
　・図書館

 １月５日から義援金の受付を開始したところ、
早速皆さまからの温かいお気持ちが寄せられ、
３月20日現在、1,238,495円となっています。



・
Ｒ
５
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

・
Ｒ
５
各
特
別
会
計
補
正
予
算
（
国

民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
公

共
下
水
道
事
業
）

・
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例
の
制
定

・
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

子
ど
も
家
庭
課　
☎
２
７
‐
０
１
７
６

子
育
て
相
談

　

家
庭
で
の
子
育
て
の
悩
み
、
子
ど

も
の
性
格
・
発
達
の
気
に
な
る
こ
と
、

お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
自
身
の
悩
み
な

ど
を
子
育
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
臨
床

心
理
士
）
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※

事
前
に
お
電
話
で
予
約
し
て
く
だ

　

さ
い
。（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
）

建
設
課　
☎
２
７
‐
０
１
７
７

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

住
宅
名　
北
島
第
２
住
宅

戸
数　
　

１
戸

間
取
り　
2
D
K

総
務
課　
☎
２
７
‐
０
１
７
１

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
日

　

相
続
・
遺
言
手
続
き
、
内
容
証
明

書
の
作
成
、
外
国
人
の
雇
用
、
在
留

資
格
な
ど
に
つ
い
て
、
行
政
書
士
会

に
よ
る
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

日
時　
４
月
４
日
（
木
）

時
間　
13
時
〜
16
時

　
　
　

（
15
時
30
分
ま
で
に
お
越
し

　
　
　
　

く
だ
さ
い
。
）

場
所　
役
場
南
庁
舎
２
階
第
４
会
議
室

相
談
員　
岐
阜
県
行
政
書
士
会
所
属

　

の
行
政
書
士

※

当
日
、
直
接
相
談
場
所
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。（
混
雑
時
は
、お
待
ち

い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

毎
年
４
月
は
20
歳
未
満
飲
酒
防
止

強
調
月
間
で
す
。
20
歳
未
満
の
者
の

飲
酒
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
４
月
に
民
法
の
成
年
年

齢
は
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

が
、
お
酒
に
関
す
る
年
齢
制
限
は
20

歳
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

お知らせ 情報BOX

無
料
住
宅
相
談
会

　

神
戸
町
住
宅
協
会
が
新
築
・
リ

フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
等
の
無
料
相
談
会

報

情お
も
ち
ゃ
病
院

　

直
し
て
も
ら
い
た
い
お
も
ち
ゃ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。お
気
軽
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

日
時　
４
月
９
日（
火
）10
時
〜
12
時

場
所　
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
内
）

　

☎
２
８
‐
０
２
２
３

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相
続
登
記

の
申
請
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。詳

し
く
は『
あ
な
た
と
家
族
を
つ
な
ぐ
相

続
登
記
』で
検
索
、ま
た
は
法
務
省
H
P

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

岐
阜
地
方
法
務
局　

大
垣
支
局

　

☎
７
８
‐
３
３
４
７

自衛官等募集
問　自衛隊岐阜地方協力本部　　　 
　大垣地域事務所　☎73‐1150

試験日
　受付時にお問い合わせください。
その他
　令和７年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、
　令和６年９月16日以降に行います。
※詳しくは自衛官募集
　ＨＰをご覧ください。

就業支援講習会就業支援講習会
問　岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター

　☎058‐268‐2569

自衛官
候補生

募集種目 受験資格 受付期間

一般曹
候補生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定
月の末日現在、33歳に達
していない者）

年間を
通じて募集

３月１日
～

５月７日

男子

女子

男子

女子
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等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の

提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正

・
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

・
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

・
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

・
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

・
企
業
立
地
促
進
条
例
の
一
部
改
正

・
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

の
一
部
改
正

・
Ｒ
６
一
般
会
計
予
算

・
Ｒ
６
各
特
別
会
計
予
算
（
国
民
健

康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
障

が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
学
校

給
食
事
業
）

・
Ｒ
６
水
道
事
業
会
計
予
算

・
Ｒ
６
下
水
道
事
業
会
計
予
算

・
町
道
路
線
の
認
定

・
町
道
路
線
の
変
更

・
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

・
副
町
長
の
選
任

▲法務省HP

・
議
会
議
員
の
請
負
の
状
況
の
公
表

に
関
す
る
条
例
の
制
定

※
詳
細
は
、
５
月
１
日
発
行
の
議
会

だ
よ
り
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

階
数　
３
階

募
集
期
間

　

４
月
１
日
（
月
）
〜
15
日
（
月
）

家
賃　
月
額
：
１
７
，
０
０
０
円
〜

　

３
３
，
０
０
０
円
程
度

※

た
だ
し
、
入
居
者
全
て
の
所
得
に

　

よ
り
変
動
し
ま
す
。

選
考
方
法　
応
募
多
数
の
場
合
は
抽

　

選
と
な
り
ま
す
。

入
居
予
定
日　
５
月
15
日
（
水
）

※

入
居
申
し
込
み
・
入
居
条
件
な
ど

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
４
月
21
日（
日
）９
時
〜
12
時

場
所　
産
業
会
館
神
戸
町
商
工
会

　

☎
２
７
‐
４
１
８
５

　岐阜県内にお住まいのひとり親の方を対象に、就
業支援講習会受講者を募集します。
募集講座
　介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介
護福祉士国家試験対策講座、ケアマネジャー受験
対策講座、福祉用具専門相談員講習、医療事務・
調剤講座、登録販売者試験対策講座、日商簿記２
級・３級講座、MOS資格取得講座、パソコン講座、
准看・看護学校等受験対策個別支援（一部通信・
オンライン講座あり）
受講料金　無料（テキスト代、検定料などは自己負担）
申込期間　４月５日（金）～25日（木）
申込方法　県事務所・岐阜地域福祉事務所
　　　　　へお申込みください。
詳しくは、ひとり親センターＨＰをご確認ください。 ▲自衛官募集HP

▲ひとり親
センターＨＰ

副
町
長
に

金
指
義
樹
さ
ん
が
就
任

　

空
席
と
な
っ
て
い
た
副
町
長

に
前
総
務
部
長
の
金
指
義
樹
さ

ん
（
56
歳
）
を
選
任
す
る
こ
と

が
、
町
議
会
３
月
定
例
会
に
お

い
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
令
和
６
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

の
４
年
間
で
す
。


